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３．ＩＣカード申請 

３．１ ＩＣカード登録申請 

電子入札用ＩＣカードの登録申請を行います。 

※電子契約ポータルサイトにログインしてから電子申請システムを起動する必要があります。 

 電子契約ポータルサイトのログインの操作は、第１章 １．電子契約ポータルサイトから電子申請シ

ステムへのアクセスを参照してください。 

 

 

 

 

①「大阪府 電子申請システム」 

画面からＩＣカード申請を 

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＩＣカード登録申請」画面の呼び出し方 

    ＩＣカード，ＩＣカードリーダについて 

・電子入札システムに対応したＩＣカードが必要です。 

・ＩＣカードリーダは，ＩＣカードを取得した認証局に対応したシステム設定が必要です。 

 

① 
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②「ＩＣカード登録」画面で，登録

申請をクリックします。申請を行

わない場合は，戻るをクリックし

て「大阪府 電子申請システム」画

面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

    ＩＣカードの運用について(単体・経常ＪＶの相違点) 

 申請するＩＣカード 併用の可否 有効期限 

単体事業者 

府登録済みまたは登録申請中の 

事業者(以下，事業者)のＩＣカー

ド 

経常ＪＶとの 

併用不可 
カードが失効するまで 

経常ＪＶ 代表構成員の事業者のＩＣカード 
単体との 

併用不可 

単年度のみ(ＩＣカー

ドの有効期限に関わら

ず，次年度は使用不可) 

 

    ＩＣカード登録申請について 

・電子入札用ＩＣカード登録を行います。電子入札用ＩＣカードの登録を行いますと，以

降登録を行ったＩＣカードにて，電子入札システムならびに電子申請システムへのログイ

ンが可能になります。 

・入札参加資格の登録が有る方，または登録申請の手続き中の方のみ，ＩＣカードの登録

が可能です。入札参加資格登録の申請手続き中の方がＩＣカードにより電子入札システム

にログインできるのは，審査完了以降になります。 

・複数枚のＩＣカードを登録することが可能です。 

大阪府では，紛失，失効等への備えのために，複数枚のＩＣカードをご用意いただくこと

を推奨しています。 
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③「ＩＣカード登録申請」画

面が表示されます。 
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処理の流れ 

いいえ はい 

６）委任状同意 

１）業者情報，登録済みＩＣカード情報

の確認 

３）ＰＩＮ番号入力 

４）ＩＣカード情報の入力 

５）入力内容の確認 

２）ＩＣカードの挿入 

７）送信確認 

８）到達確認 

代表者氏名とＩＣカード取得者氏名が異なりますか？ 
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１）業者情報，登録済みＩＣカード情報の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣカードの登録を行う業者情報と，既に登録されているＩＣカード情報の確認を行い，

次のいずれかの操作を行います。 

◆ＩＣカードの登録を行う場合は，画面下のＯＫをクリックします。 

→→２）ＩＣカードの挿入へ 

◆ 「ＩＣカード登録」画面に遷移する場合は，画面下の戻るをクリックします。 

→→「ＩＣカード登録」画面へ 

◆ＩＣカードの登録を中止する場合は，画面左下の申請とりやめをクリックします。 

→→「大阪府 電子申請システム」画面へ 

    登録済み電子入札用ＩＣカード一覧について 

一覧には，登録済みのＩＣカードの情報が表示されます。 

未登録の場合は、一覧が表示されません。 

失効したＩＣカードの情報も表示されますので，ご注意ください。 
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２）ＩＣカードの挿入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＩＣカードをＩＣカードリーダに挿入します。 

 

 

 

 

 

挿入後，次のいずれかの操作を行います。 

◆電子入札用ＩＣカードの登録を行う場合は，ＩＣカード登録をクリックします。 

→→３）ＰＩＮ番号入力へ 

◆ＩＣカードの登録を中止する場合は，閉じるをクリックします。 

→→１）業者情報，登録済みＩＣカード情報の確認へ 

 

３）ＰＩＮ番号入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＩＮ番号を入力し，ＯＫをクリックします。 

→→４）ＩＣカード情報の入力へ 

    ＩＣカード挿入時の注意点について 

登録済みのＩＣカードを挿入しないでください。登録済みのＩＣカードを挿入した場

合はエラーとなります。 
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４）ＩＣカード情報の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者情報には，業者情報システムに登録されている企業の本店情報が表示されます。 

電子入札用ＩＣカード登録情報のＩＣカード取得者氏名，ＩＣカード取得者住所には，電

子入札用 ICカードに格納されている情報が表示されます。 

その他の項目には，必要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    連絡先メールアドレスについて 

連絡先メールアドレスで指定したアドレスは，ＩＣカードの受付結果通知，電子入札

における通知書，受付票の到着をお知らせするメールの送付先となります。 

    連絡先氏名の入力について 

連絡先氏名を入力する際には，姓と名の間に必ず１文字分の空白を入力してください。 
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入力後，画面下の次へをクリックします。 

→→５）入力内容の確認へ 

 

５）入力内容の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＩＣカード登録申請」画面で入力した情報の確認を行います。 

◆ＩＣカード登録を実行する場合は，次へをクリックします。 

（１）代表者氏名とＩＣカード取得者氏名が異なる→→６）委任状同意へ 

（２）代表者氏名とＩＣカード取得者氏名が一致する→→７）送信確認へ 

◆ＩＣカード登録内容を修正する場合は，戻るをクリックします。 

→→４）ＩＣカード情報の入力へ 
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６）委任状同意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表者氏名とＩＣカード取得者氏名が異なる場合の委任を行います。 

◆委任を受けている場合は，委任を受けているを選択し，次へをクリックします。 

→→７）送信確認へ 

◆委任を受けていないを選択した場合は，電子入札用ＩＣカードの登録を行うことができ

ませんので，戻るをクリックします。 

→→１）業者情報，登録済みＩＣカード情報の確認へ 
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７）送信確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆申請を送信する場合は，送信をクリックします。 

→→８）到達確認へ 

◆送信をキャンセルする場合は，戻るをクリックします。 

→→５）入力内容の確認または６）委任状同意へ 

◆送信前に申請内容を確認する場合は，ＩＣカード登録申請をクリックします。クリック

すると，｢ＩＣカード登録申請｣画面が表示されます。 

表示内容を印刷する場合は，画面下の印刷をクリックします。 

｢ＩＣカード登録申請｣画面を閉じる場合は，画面下の閉じるをクリックします。 
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８）ＩＣカード登録完了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データの送信が完了すると，ＩＣカード登録完了画面が表示されます。 

終了をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


